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漢江河畔の統一集会に集まった各国の仏教界代表
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第
十
七
回
世
界
仏
教
徒
会
議
韓
国
大
会
は
、
去
る

十
月
二
十
二
日
か
ら
八
日
間
に
わ
た
っ
て
、
韓
国
の

ソ
ウ
ル
市
で
開
催
さ
れ
た
。
今
回
は
一
九
五
〇
年
に

結
成
さ
れ
た
世
界
仏
教
徒
連
盟
（
W
F
B
）
が
、
ち

ょ
う
ど
四
十
周
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
記
念

式
典
も
併
わ
せ
て
行
わ
れ
、
世
界
六
十
の
地
域
セ
ン

タ
ー
よ
り
、
三
百
五
十
人
の
代
表
が
出
席
し
、
盛
大

に
挙
行
さ
れ
た
。
日
本
か
ら
は
、
本
会
の
春
見
文
勝

会
長
を
は
じ
め
、
六
十
人
の
各
宗
代
表
が
出
席
し
た
。

　
　
　
　
盛
大
に
開
会
式

　
二
十
二
日
午
後
二
時
か
ら
、
ソ
ウ
ル
市
内
の
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
室
内
競
技
場
で
開
催
さ
れ
た
開
会
式
に

は
、
世
界
各
国
の
W
F
B
関
係
者
、
韓
国
の
各
界
代

表
者
の
他
、
僧
俗
三
万
人
に
も
の
ぼ
る
韓
国
仏
教
徒

が
集
ま
り
、
広
い
競
技
場
は
、
開
式
の
数
時
間
前
か

ら
、
熱
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。

　
サ
ン
ヤ
・
ダ
ル
マ
サ
ク
テ
ィ
W
F
B
会
長
の
挨
拶

（
代
読
）
で
始
ま
っ
た
式
典
で
は
、
各
国
代
表
の
祝

辞
が
次
々
に
述
べ
ら
れ
、
春
見
会
長
も
、
日
本
の
仏

教
界
を
代
表
し
て
挨
拶
を
行
っ
た
。

　
こ
の
日
の
夜
、
市
内
の
ス
イ
ス
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

を
会
場
に
催
さ
れ
た
懇
親
会
は
、
各
国
か
ら
の
出
席

者
に
よ
る
、
な
ご
や
か
な
交
流
の
場
と
な
っ
た
。
出

身
地
域
を
象
徴
す
る
色
と
り
ど
り
の
僧
衣
を
身
に
ま

と
っ
た
人
々
の
交
歓
風
景
は
、
ま
さ
に
W
F
B
大
会

な
ら
で
は
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
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翌
二
十
三
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
、
同
じ
ス
イ
ス

グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
、
全
体
会
議
や
各
専
門
委
員
会

が
開
か
れ
、
様
々
な
課
題
に
対
す
る
関
係
者
の
活
発

な
討
議
が
行
わ
れ
た
。

　
　
財
政
委
員
会

　
現
在
、
W
F
B
に
は
財
政
、
広
報
、
社
会
経
済
な

ど
七
つ
の
専
門
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
今
大

会
で
日
本
は
、
財
政
委
員
会
を
担
当
す
る
こ
と
に
な

り
、
座
長
を
正
式
代
表
と
し
て
出
席
し
た
中
専
念
師

（
本
会
常
務
理
事
）
が
努
め
た
。
会
議
に
は
、
舛
田

開
会
式
で
挨
拶
す
る
春
見
会
長

解
明
（
本
会
国
際
専
門
委
員
会
号
車
長
）
、
松
濤
弘

道
（
同
副
委
員
長
）
、
佐
伯
真
光
（
同
委
員
）
、
小
林

正
道
（
同
委
員
）
の
豊
熟
が
出
席
し
、
会
費
の
増
額

や
未
納
団
体
へ
の
対
応
等
を
討
議
し
た
。

　
　
灯
籠
流
し

　
二
十
三
日
の
夕
方
に
は
、
ソ
ウ
ル
市
内
を
流
れ
る

漢
江
河
畔
に
、
数
十
万
人
の
仏
教
徒
が
参
集
し
て
、

統
一
集
会
と
灯
籠
流
し
の
一
大
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
繰

り
広
げ
ら
れ
た
。
数
百
人
の
女
性
が
チ
マ
・
チ
ョ
ゴ

リ
で
讃
仏
歌
を
合
唱
す
る
中
、
特
設
舞
台
か
ら
代
表

幻
想
的
な
灯
籠
流
し

者
の
挨
拶
が
つ
づ
き
、
黄
昏
せ
ま
る
大
河
の
上
を
、

数
千
と
い
う
灯
籠
が
流
れ
て
い
く
光
景
は
、
幻
想
的

で
す
ら
あ
り
、
多
く
の
参
加
者
を
魅
了
し
て
い
た
。

　
　
閉
　
　
会
　
　
式

　
十
月
二
十
九
日
午
後
六
時
か
ら
、
ス
イ
ス
グ
ラ
ン

ド
ホ
テ
ル
で
閉
会
式
が
行
わ
れ
た
。
各
国
代
表
の
挨

拶
の
後
、
次
期
大
会
は
、
二
年
後
の
一
九
九
二
年
に

台
湾
で
開
催
す
る
こ
と
が
、
正
式
発
表
さ
れ
た
。
な

お
閉
会
式
に
は
、
本
会
を
代
表
し
て
白
川
良
純
理
事

長
が
出
席
し
た
。

　
　
　
　
　
　
」
馨
織
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会
議
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団
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朝
日
大
学
教
授
石
村
　
耕
治

　
日
本
宗
教
連
盟
主
催
の
第
七
回
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
去
る
十
一
月
一
日
午
後
二
時
か

ら
、
全
週
を
は
じ
め
各
宗
教
の
代
表
者
約
二
五
〇
人
が
参
加
し
て
、
増
上
寺
地
下
ホ
ー
ル
を
会
場
に

開
催
さ
れ
た
。
最
初
に
朝
日
大
学
法
学
部
教
授
・
石
村
耕
治
氏
が
、
「
信
教
の
自
由
と
税
務
調
査
の

限
界
」
を
テ
ー
マ
に
、
要
旨
以
下
の
よ
う
な
講
演
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
神
社
本
庁
嘱
託
税
理
士
・

近
藤
一
久
氏
及
び
、
本
会
顧
問
弁
護
士
・
長
谷
川
正
浩
師
が
意
見
重
三
を
行
い
、
最
後
に
会
場
出
席

者
も
加
わ
っ
て
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

　
宗
教
法
人
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
納

税
義
務
を
負
う
。
一
般
に
は
、
収
益
事
業
に
係
る
法

人
税
、
源
泉
所
得
税
、
そ
の
他
本
来
の
活
動
に
関
係

し
な
い
資
産
に
係
る
各
種
の
租
税
等
を
納
付
す
る
こ

と
に
な
る
。
税
法
は
、
こ
う
し
た
宗
教
法
人
の
納
税

義
務
を
正
確
に
確
定
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
課
税
庁

の
職
員
へ
調
査
権
（
質
問
検
査
権
）
を
付
与
し
て
い

る
。
こ
の
調
査
（
質
問
検
査
）
に
当
た
っ
て
は
、
法

人
の
会
計
記
録
が
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
か

ど
う
か
、
深
く
立
ち
入
っ
て
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と

も
多
い
。

　
税
務
調
査
に
関
し
、
宗
教
法
人
と
他
の
営
利
法
人

等
の
区
別
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
法
人
に
と

り
最
も
一
般
的
な
の
が
、
所
得
税
法
、
法
人
税
法
な

ど
個
別
税
法
に
規
定
さ
れ
た
、
一
般
に
「
実
体
税
法

上
の
調
査
権
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
性
格
的
に
は
日
常
の
行
政
目
的
で
行
わ
れ

る
調
査
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
調
査

は
、
調
査
を
受
け
る
者
の
同
意
の
も
と
で
許
さ
れ
る

任
意
調
査
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
現
行
法
は
、
こ
の
種
の
調
査
権
行
使
に

非
協
力
な
者
を
「
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
〇
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」
（
法
人
税
法
）
こ
と
に
し

て
い
る
。
つ
ま
り
「
間
接
強
制
の
伴
う
任
意
調
査
」

で
あ
る
。

　
宗
教
法
人
の
税
務
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
法
人
の

会
計
記
録
が
信
頼
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、

深
く
立
ち
入
っ
て
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

こ
の
た
め
♪
宗
教
活
動
に
対
す
る
課
税
権
力
の
介
入

で
は
な
い
か
と
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

　
宗
教
法
人
の
「
宗
教
活
動
収
入
」
と
は
、
法
人
本

来
の
活
動
に
か
か
る
収
入
を
さ
す
。
布
施
収
入
、
負

担
金
・
会
費
収
入
、
参
詣
収
入
、
寄
付
金
収
入
、
拝

観
料
収
入
等
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
。
し
か
し
法
人
税

法
は
、
こ
れ
ら
全
て
を
非
課
税
に
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
と
り
わ
け
、
法
人
税
法
基
本
通
達
一
五

一
一
－
一
〔
公
益
法
人
等
の
本
来
の
事
業
が
収
益
事

業
に
該
当
す
る
場
合
〕
は
、
宗
教
活
動
収
入
で
あ
っ

て
も
課
税
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
法
人
税
法
基
本
通
達
一
五
一
二
一
一
四

〔
公
益
法
人
等
の
確
定
申
告
書
の
添
付
書
類
〕
で

は
、
確
定
申
告
に
あ
た
っ
て
は
、
収
益
事
業
に
係
る

部
分
の
計
算
書
類
に
加
え
、
「
収
益
事
業
以
外
の
事

業
に
係
る
」
部
分
の
計
算
書
類
の
提
出
も
求
め
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
通
達
は
、
本
来
単
な
る
課
税
庁
内
部
の

規
則
に
過
ぎ
な
い
。
宗
教
法
人
を
直
接
に
拘
束
す
る

も
の
で
な
い
。
し
か
し
、
現
場
の
課
税
庁
職
員
は
こ

の
通
達
に
拘
束
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
現
実
に
は
、
収

益
事
業
を
行
っ
て
い
る
法
人
が
、
求
め
ら
れ
れ
ば
、

宗
教
活
動
に
か
か
る
部
分
の
書
類
提
出
を
拒
む
の
は

難
し
い
。

　
こ
う
し
た
通
達
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
税
務
調
査
が

宗
教
活
動
の
内
部
に
ま
で
深
く
立
ち
入
っ
て
行
わ
れ

る
場
合
、
憲
法
二
〇
条
（
信
教
の
自
由
）
と
の
抵
触

問
題
が
生
ず
る
。

　
ま
た
宗
教
法
人
が
、
収
益
事
業
を
行
っ
て
い
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
源
泉
所
得
税
に
関
し
、
税
務
調

一4一
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査
が
本
来
の
事
業
内
容
に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
過
去
帳
を
み
な
け
れ
ば
、

法
人
の
所
得
や
住
職
等
の
所
得
を
正
確
に
把
握
で
き

な
い
等
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
宗
教
法
人
側

か
ら
す
れ
ば
、
課
税
庁
に
対
す
る
不
合
理
、
不
必
要

な
開
示
は
憲
法
二
〇
条
と
の
抵
触
と
と
も
に
、
刑
法

＝
二
四
条
二
項
に
い
う
「
正
当
な
理
由
な
き
秘
密
漏

泄
」
の
罪
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
。

　
宗
教
法
人
法
要
四
条
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
起
こ

る
こ
と
を
回
避
す
る
立
場
か
ら
、
次
の
よ
う
に
規
定

す
る
。

　
「
言
及
び
公
共
団
体
の
機
関
は
、
宗
教
法
人
に
対

す
る
公
租
公
課
に
関
係
あ
る
法
令
を
制
定
し
、
若
し

く
は
改
廃
し
、
又
は
賦
課
徴
収
に
関
し
境
内
建
物
、

境
内
地
そ
の
他
の
宗
教
法
人
の
財
産
の
範
囲
を
決
定

し
、
若
し
く
は
宗
教
法
人
に
つ
い
て
調
査
す
る
場
合講演する石村教授

そ
の
他
宗
教
法
人
に
関
し
て
法
令
の
規
定
に
よ
る
正

当
な
権
限
に
基
づ
く
調
査
、
検
査
そ
の
他
の
行
為
を

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
宗
教
法
人
の
宗
教
上
の
特

性
及
び
慣
習
を
尊
重
し
、
信
教
の
自
由
を
妨
げ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

　
現
行
の
税
務
調
査
法
制
は
極
め
て
簡
潔
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
裏
返
す
と
手
続
き
的
に
不
備
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
の
た
め
、
税
務
調
査
は
、
そ
の
や

り
方
次
第
で
は
、
「
信
教
の
自
由
」
を
は
じ
め
と
し

た
憲
法
上
の
諸
法
理
に
抵
触
し
、
結
果
的
に
は
運
用

違
憲
と
な
る
可
能
性
が
出
て
く
る
と
い
え
る
。

　
税
法
は
、
納
税
者
に
対
し
て
様
々
な
書
類
の
提
出

を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
決
定
書
類
だ
け

で
は
、
具
体
的
な
取
引
実
態
を
把
握
で
き
な
い
こ
と

も
多
い
た
め
、
「
業
務
内
同
等
に
つ
い
て
の
お
尋

ね
」
、
「
申
告
内
容
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
」
等
を
送
付

又
は
配
布
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
お
尋

ね
」
は
、
必
ず
し
も
税
務
上
の
具
体
的
根
拠
規
定
に

基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
一
般
に
は
、
「
法
定

外
照
会
文
書
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
宗
教
法
人
に
対
し
て
も
、
一
九
八
一
年
の
法
人
税

基
本
通
達
の
大
幅
改
正
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
「
法

定
外
照
会
文
書
」
が
し
ば
し
ば
配
布
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
最
近
送
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で

は
、
本
来
の
事
業
た
る
宗
教
活
動
に
深
く
立
ち
入
っ

て
照
会
を
求
め
て
い
る
例
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
檀

信
徒
の
戸
数
、
戒
名
料
の
件
数
や
金
額
、
法
会
の
回

数
等
、
宗
教
活
動
に
深
く
踏
み
込
む
も
の
、
非
課
税

の
宗
教
活
動
収
入
や
そ
の
預
け
入
れ
勲
等
の
情
報
提

供
を
求
め
た
も
の
が
め
だ
つ
。

　
こ
の
よ
う
に
現
実
に
は
、
法
定
の
手
続
き
を
通
じ

て
は
行
え
な
い
よ
う
な
実
質
的
意
味
で
の
「
調
査
」
を
、

「
法
定
外
照
会
文
書
」
で
行
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
照
会
が
、
法
律
に
基
づ
か
な
い
単
な
る

事
実
行
為
に
と
ど
ま
る
た
め
に
は
、
そ
の
作
成
・
送

付
等
に
当
た
り
、
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま

ず
、
照
会
内
容
は
、
客
観
的
必
要
性
の
あ
る
事
項
に

限
定
し
た
形
で
、
照
会
の
諾
否
を
被
照
会
者
の
任
意

と
し
、
か
つ
、
将
来
的
不
利
益
の
な
い
こ
と
を
、
文

書
に
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
照
会
の

客
観
的
必
要
性
の
証
拠
を
提
示
し
、
か
つ
、
実
質
的

な
税
務
調
査
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
現
在
、
宗
教
法
人
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
照
会

の
多
く
は
、
こ
う
し
た
点
へ
の
配
慮
に
欠
け
て
い

る
。
中
に
は
、
法
定
の
税
務
調
査
で
行
う
と
、
明
ら

か
に
違
法
・
不
当
と
判
断
さ
れ
る
情
報
を
、
手
続
き

的
に
不
備
な
照
会
に
よ
っ
て
入
手
し
よ
う
と
し
て
い

る
例
も
み
ら
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
課
税
権
力
の
不
要
な
介
入
を
招
い
た

り
、
税
問
題
に
対
す
る
世
俗
的
な
誤
解
を
招
い
た
り

し
な
い
よ
う
に
、
細
心
の
注
意
が
必
要
と
い
え
る
。

宗
教
人
及
び
宗
教
法
人
は
自
戒
・
自
浄
を
重
ね
、
一

層
の
納
税
モ
ラ
ル
の
向
上
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
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日
本
文
化
史
か
ら
み
た
人
権

会
場
を
う
め
た
約
百
人
の
代
表
者

蟷
叢

岩
國
久
彌
氏
が
講
演

　
加
盟
団
体
代
表
者
同
和
研
修
会
が
、
去
る
十
一
月

六
日
午
後
二
時
か
ら
、
京
都
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
を
会

場
に
、
本
会
加
盟
宗
派
、
都
道
府
県
仏
教
会
、
各
種

団
体
の
代
表
者
約
百
人
を
集
め
、
開
催
さ
れ
た
。
昨

年
に
引
き
続
き
、
宗
務
行
政
責
任
者
を
対
象
と
し
た

本
年
度
の
第
二
回
研
修
会
で
は
、
日
本
文
化
史
研
究

所
長
・
岩
國
久
彌
氏
が
「
日
本
文
化
史
か
ら
み
た
人

権
」
を
テ
ー
マ
に
要
旨
次
の
よ
う
な
講
演
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊

　
よ
く
人
権
と
い
う
事
と
、
同
和
問
題
と
い
う
事
を

結
び
付
け
る
人
が
い
る
が
、
ま
っ
た
く
違
う
事
で
あ

る
。
人
権
と
は
『
日
本
国
憲
法
』
に
掲
げ
る
、
日
本

の
国
是
た
る
基
本
的
人
権
の
事
で
あ
る
。
同
和
問
題

と
は
現
代
ま
で
四
百
年
も
の
長
い
間
、
部
落
差
別
に

よ
っ
て
、
し
か
も
政
治
的
に
作
ら
れ
た
身
分
制
度

が
、
「
解
放
令
」
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
今
日
な
お
そ
の
差
別
が
現
存
す
る
同
和
地

区
住
民
に
と
っ
て
は
、
物
心
両
面
の
不
利
益
を
受
け

て
い
る
問
題
で
あ
る
。

　
全
て
の
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
っ
て
い
る

固
有
の
権
利
で
あ
る
基
本
的
人
権
を
、
略
し
て
人
権

と
い
う
。
し
か
し
現
在
こ
の
人
権
が
守
ら
れ
て
い
な

い
立
場
の
人
た
ち
は
、
日
本
全
国
六
千
部
落
と
い
わ

れ
る
同
和
地
区
住
民
で
あ
る
事
は
事
実
で
あ
る
。
ま

た
人
権
問
題
の
今
日
的
課
題
は
、
在
日
朝
鮮
人
（
こ

こ
で
い
う
朝
鮮
と
い
う
表
現
は
、
世
界
地
理
上
の
朝

鮮
半
島
全
て
）
、
身
体
障
害
者
、
北
海
道
の
ア
イ
ヌ

の
人
た
ち
、
そ
し
て
「
男
女
雇
用
均
等
法
」
に
関
わ

る
婦
人
問
題
を
含
み
、
人
全
て
の
問
題
で
あ
る
。

　
昭
和
四
十
年
に
同
和
対
策
審
議
会
が
政
府
に
答
申

を
提
出
す
る
の
に
先
だ
ち
行
っ
た
意
識
調
査
に
よ
れ

ば
、
同
和
地
区
の
人
た
ち
の
血
す
じ
は
、
朝
鮮
民
族

と
い
う
答
え
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
明
治
四
十
三
年

の
日
韓
合
併
後
、
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
朝
鮮
か
ら

強
制
連
行
さ
れ
た
人
た
ち
と
、
「
解
放
令
」
発
布

後
、
逆
に
失
業
し
た
同
和
地
区
の
人
た
ち
の
貧
し
さ

が
、
類
似
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

　
日
本
民
族
と
朝
鮮
民
族
の
関
わ
り
は
非
常
に
古

く
、
古
代
に
は
朝
鮮
か
ら
あ
ら
ゆ
る
文
化
が
入
っ
て

き
た
。
信
胃
性
の
あ
る
歴
史
書
と
い
わ
れ
る
も
の
に

『
六
国
史
』
が
あ
る
。
そ
の
内
の
『
続
日
本
紀
』
に

よ
れ
ば
、
桓
武
天
皇
の
母
親
が
百
済
系
の
渡
来
人
の

娘
高
野
新
笠
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
『
新
撰
姓
氏

録
』
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人
は
日
本
の
社

会
の
中
で
は
、
差
別
を
受
け
る
ど
こ
ろ
か
、
貴
族
と

一6一
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い
う
高
い
地
位
に
つ
い
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
そ
し

て
も
っ
と
も
信
粘
性
の
あ
る
天
皇
家
系
図
を
記
し
た

『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
の
桓
武
天
皇
の
下
り
に
は
、

生
母
高
野
新
笠
皇
太
后
と
あ
り
、
勅
撰
歴
史
書
及
び

系
図
等
に
よ
れ
ば
、
天
皇
家
や
皇
族
等
と
朝
鮮
か
ら

の
渡
来
人
と
の
姻
族
関
係
は
明
白
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
貴
族
を
含
め
、
家
格
と
い
う
価
値

観
は
時
代
の
推
移
と
共
に
転
換
し
て
来
た
。
徳
川
三

百
年
間
に
出
て
来
た
諸
藩
主
は
、
明
治
維
新
以
降
、

華
族
制
度
が
で
き
、
貴
族
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ

れ
ま
で
最
下
級
の
武
士
で
あ
ろ
う
と
、
国
家
の
た
め

に
尽
く
せ
ば
、
あ
る
い
は
譜
代
大
名
を
倒
し
て
、
外

様
が
政
府
の
役
人
に
な
れ
ば
貴
族
に
な
れ
た
。
こ
の

家
柄
を
見
る
時
、
計
る
物
さ
し
は
な
く
、
全
て
人
が

ら
、
人
物
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
人
権
侵
犯
の
歴
史
を
見
る
と
、
『
後
漢
書
』
に
生

口
を
貢
物
と
し
て
贈
っ
た
と
い
う
も
の
、
『
魏
志
倭

人
伝
』
に
「
生
口
百
首
殉
葬
す
」
と
あ
る
、
生
口
が

日
本
に
お
け
る
被
差
別
民
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
そ

の
後
、
大
化
改
新
に
よ
っ
て
「
五
色
の
賎
」
と
い
う

賎
民
制
度
が
、
日
本
で
は
じ
め
て
法
律
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
。

　
こ
の
「
五
色
の
賎
」
を
中
心
と
す
る
律
令
制
下
の

奈
良
時
代
の
人
口
の
約
一
割
が
、
当
時
の
賎
民
身
分

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
規
模
な

平
城
京
が
非
常
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
「
に
で
き
た
の
は
、

こ
う
し
た
当
時
の
賎
民
身
分
の
人
た
ち
が
、
厳
し
い

労
働
下
で
造
っ
た
労
作
な
の
で
あ
る
。

　
中
世
の
中
期
以
降
に
な
る
と
、
中
央
集
権
が
地
方

分
権
へ
と
移
行
す
る
。
中
世
に
お
け
る
賎
民
身
分
の

呼
称
は
、
散
所
者
と
河
原
者
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
、

両
者
は
そ
の
主
人
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
ち
れ
る
。

散
所
者
の
主
人
は
、
大
勢
力
を
持
つ
寺
社
、
地
頭
及

び
将
軍
等
で
あ
る
。
彼
ち
の
荘
園
内
の
荒
地
を
開
墾

す
べ
く
、
厳
し
い
労
役
を
か
せ
ら
れ
る
。
一
方
の
河

原
者
は
主
人
を
持
た
ず
、
非
課
税
地
で
あ
る
河
川
敷

に
住
み
、
雑
芸
能
や
技
術
を
身
に
付
け
て
行
く
。
と

こ
ろ
が
、
諸
々
の
文
献
等
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
日
本

に
お
け
る
優
れ
た
伝
統
文
化
の
大
部
分
は
、
散
所

者
、
河
原
者
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
が
、
血
と
汗
の
中
で
生

き
ん
が
た
め
に
造
っ
て
残
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
賎
民
身
分
の
人
た
ち
は
、
僧
籍
に
入
る
事
に

よ
っ
て
為
政
者
に
仕
え
た
。
観
阿
弥
、
世
阿
弥
の
父

子
は
、
中
国
か
ら
入
っ
て
来
た
猿
楽
を
、
日
本
の
能

に
仕
立
て
上
げ
た
。
し
か
し
大
芸
術
家
で
あ
る
彼
ら

は
、
当
時
は
社
会
か
ら
し
い
た
げ
ら
れ
た
散
所
者
で

あ
っ
た
。
ま
た
歌
舞
伎
の
阿
国
、
茶
道
の
千
利
休
、

立
花
の
立
阿
弥
、
山
水
河
原
者
と
い
わ
れ
た
築
庭
の

善
阿
弥
等
々
も
同
様
で
あ
る
。

　
近
世
に
な
り
、
日
本
国
中
に
被
差
別
部
落
が
形
成

さ
れ
た
事
件
と
し
て
、
石
山
本
願
寺
合
戦
が
あ
る
。

一
向
一
揆
は
土
一
揆
の
力
を
そ
の
ま
ま
吸
収
し
て
、

権
力
者
に
抵
抗
を
し
た
。
厳
し
い
租
税
の
取
り
立
て

に
苦
し
む
農
民
は
、
生
き
る
た
め
に
武
将
と
戦
わ
ざ

る
を
、
歪
な
か
っ
た
。
こ
の
合
戦
で
最
後
ま
で
戦
っ
た

者
が
、
そ
の
後
に
賎
民
身
分
に
落
と
さ
れ
て
行
っ
た

と
見
ら
れ
る
。

　
豊
臣
秀
吉
は
天
下
統
一
を
行
い
、
三
大
政
策
を
実

施
し
た
。
刀
狩
令
に
よ
っ
て
武
装
解
除
を
し
、
太
閤

検
地
令
に
よ
っ
て
、
権
力
を
強
化
す
る
た
ぬ
の
財
政

基
盤
の
確
立
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
総
仕
上
げ

と
し
て
身
分
統
制
令
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
近
世
身

分
制
度
で
あ
る
、
士
農
工
商
は
ほ
ぼ
成
立
し
た
。
こ

の
制
度
は
徳
川
三
百
年
間
つ
ら
ぬ
か
れ
、
明
治
四
年

の
「
解
放
令
」
に
よ
っ
て
廃
止
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
近
代
封
建
制
下
に
お
い
て
も
、
差
別
は
行

政
の
上
で
も
は
っ
き
り
と
残
さ
れ
た
。
明
治
五
年
に

作
製
さ
れ
た
「
壬
申
戸
籍
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
戦
後

に
い
た
る
ま
で
、
差
別
温
存
助
長
に
利
用
さ
れ
て
行

っ
た
。
そ
し
て
昭
和
四
十
三
年
に
、
国
会
で
問
題
と

な
り
廃
止
と
な
る
。
そ
の
後
に
な
っ
て
も
、
昭
和
五

十
二
年
に
は
部
落
地
名
相
子
事
件
が
起
こ
る
な
ど
、

今
だ
に
差
別
事
件
が
現
存
し
て
い
る
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊

　
最
後
に
、
岩
國
氏
は
、
人
権
の
擁
護
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
、
宗
教
者
が
協
力
す
る
事
は
、
ど
れ
だ
け

大
き
な
力
と
な
り
啓
発
さ
れ
て
行
く
か
、
計
り
知
れ

な
い
と
話
を
締
め
く
く
っ
た
。

　
講
演
が
終
了
し
た
後
、
出
席
者
と
の
盛
ん
な
質
疑

応
答
が
あ
り
、
午
後
四
時
半
に
予
定
さ
れ
た
日
程
を

終
了
し
た
。
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第
八
回
囲
碁
大
会
開
催

　
本
会
主
催
の
第
八
回
囲
碁
大
会
が
、
去
る
十
月
三

十
日
、
京
都
の
枳
殼
邸
で
開
催
さ
れ
た
。

　
今
回
の
大
会
は
、
真
宗
大
谷
派
の
ご
好
意
に
よ

り
、
東
本
願
寺
の
飛
地
境
内
地
で
あ
る
名
勝
枳
殻
邸

を
会
場
に
、
関
西
一
円
は
も
と
よ
り
、
全
国
か
ら
参

加
者
が
あ
っ
た
。

　
秋
雨
に
し
っ
と
り
と
ぬ
れ
た
庭
園
を
見
渡
す
、
同

邸
内
の
大
書
院
歪
面
亭
は
、
さ
な
が
ら
桂
離
宮
の
風

情
。
そ
の
内
で
は
、
静
寂
さ
と
は
対
象
的
に
、
約
四

十
五
名
の
僧
侶
棋
士
た
ち
が
、
熱
戦
を
繰
り
広
げ

た
。
　
午
前
十
時
か
ら
開
会
式
、
つ
づ
い
て
来
馬
規

雄
実
行
委
員
長
の
ル
ー
ル
説
明
の
後
、
参
加
者
は
そ

れ
ぞ
れ
の
段
級
に
応
じ
て
四
ク
ラ
ス
に
分
れ
、
対
局

が
は
じ
ま
っ
た
。

　
競
技
は
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
で
行
わ
れ
、
A
ク
ラ

ス
（
五
段
以
上
）
は
例
年
の
ご
と
く
、
十
五
名
の
強

豪
が
集
ま
り
激
戦
を
繰
り
広
げ
、
滋
賀
県
か
ら
参
加

の
小
松
英
雄
師
（
真
宗
大
谷
派
）
が
優
勝
し
た
。

競
技
の
結
果
は
次
の
通
り
。
（
敬
称
略
）

A
ク
ラ
ス
（
五
段
以
上
）

優
　
勝
　
小
松
　
英
雄
（
真
宗
大
谷
派
）

準
優
勝
　
中
浦
　
憲
隆
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

B
ク
ラ
ス
（
三
・
四
段
）
　
　
、

優
　
勝
　
藤
井
　
映
月
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
　
一
九
九
〇
年
十
二
月
一
日
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
発
行
人

　
　
　
　
　
　
十
二
月
号
　
第
三
六
四
号

準
優
勝
　
山
本
　
正
和
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

C
ク
ラ
ス
（
初
・
二
段
）

優
　
勝
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田
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仏
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化

埼
玉
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会
前
会
長
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保
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尭
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日
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化
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寺
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老
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＋
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＋
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＋
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．
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◆
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◆
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仏
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者
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和
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ン
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ー
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委
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長
会
議

局
内
会
議

税
務
委
員
会
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国
税
制
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和
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日
仏
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ー
委
員
会

浅草通り五鳳会加盟店

東京都台東区寿2－10－9（地下鉄田原町駅前）

　　　電　話　　代表（841）4965

ゆφρrひ瀞rひゆφ“φ“・●・ゆ・●・羅φ禰φ“・ひψ◆“◆樹◆融・ひψ・ひ小ひ

診
◎
も
◆
も
◆
も
◆
奪
6
集
◆
も
◆
奪
◆
毒
◆
毒
◆
も
◆
奪
◆
辱
◆
も
◆
塾
◆
懸
◆
奄
◆
㌧

会
　
〒
δ
五
趣
都
讐
蘇
瑠
川
計
姻

一8一

’　　、’　げや　　　　肉「評’ @＋　回，噛＝

　　　　　　　　，’　　、　引。一，　　ノ」一


